
双葉７か町村における認知症初期集中支援チーム設置の概要 

体制と業務の流れ 

 

目  的 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう認知症の方や 
その家族に早期に関わる支援チームを設置し、認知症の初期段階における総括的、集中的支援を行う。 

設置主体 

運営主体 

 各町村(広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、川内村、双葉町、浪江町） 
    
  各地域包括支援センター 

対  象  双葉地方町村に住所を有し、認知症が疑われる者又は認知症の者で次のいずれかに該当する者 
 ① 認知症疾患の臨床診断を受けていない者   
 ② 継続的な医療・介護サービスを受けていない者 
 ③ 適切な医療・介護サービスに結びついていない者 
 ④ 医療サービス、介護サービスを受けているが、認知症の行動、心理症状が顕著なため 対応に苦慮している者  

 

検討会（各町村の福祉・介護担当） 
・支援チームについての問題・課題の検討 
・情報交換や町村共通の課題の検討 
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１）初回訪問 アセスメントを行う 

２）チーム員会議 

  サポート医、専門職で構成されるチーム員が検 
  討し、支援計画を作成し、方針を決定する 

３）初期集中支援の実施 

４）２か月後モニタリング 

④各町村初期集中支援チームの活動 

 

専門医療機関・かかりつけ医・歯科医 

介護支援専門員・関係機関 等 
⑤連携・情報提供 

     各町村支援チーム員 

       

     + 
 

 

サポート医：ふたば救急総合医療支援センター    

      富岡中央医院 

各町村 医療系：看護師、保健師等   

    介護系：介護福祉士、社会福祉士 
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